
資料２

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に

　　　掲げる協議が調っていることの証明書（案）　　　　　　　　　

　令和８年２月24日に開催された札幌市公共交通協議会地域公共交通会議厚
別区部会において、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。

記

１　協議が調っている運行経路、停留所及び運行ダイヤ

    別紙のとおり

２　協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法

　　別紙のとおり

３　適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

（１）適用する期間
　　　令和８年４月１日から
（２）運行日
　　　運行は、土・日・祝日以外の日とする。
　　　ただし、12月29日から１月３日までは運休とする。
（３）使用車両　
　　　大型バス車両２台（定員73名、前方と中央にドアあり）　　　
　　　※うち１台は予備車

４　運行事業者【参考】
　　札幌観光バス株式会社
　　※道路運送法第４条による運行

令和８年　月　　日

札幌市公共交通協議会

地域公共交通会議厚別区部会

部会長　飯田　敏之



協議が調っている運行経路、停留所及び運行ダイヤ 別紙



別紙

協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法


